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テレフォニカ・エセ・アー 

－2011年度の増配を検討－ 

 

2011年２月24日 

 

テレフォニカ（東証第一部（外国株）：コード9481）は、2011年２月23日に本国で以下の発表を

行なった。 

テレフォニカの取締役会は、本日開催された会議において、2011年度の配当金を１株当り1.60ユ

ーロに増配することを前向きに検討した。これが実現すると、2010年度の配当金1.40ユーロから

14.3％の増配となる（2010年度の第２回配当金は、所定の承認手続きを経て、今年上半期に支払わ

れる）。 

このため、しかるべき時期に承認決議を提案する。当社は、現行実務を継続する意向であるため、

2011年度の配当金は２回に分けて支払われる（第１回配当金は今年下半期に支払われ、第２回配当

金は、2012年の上半期に支払われる）。 

また、テレフォニカは2012年度について、少なくとも1.75ユーロの配当金を支払うことを目標と

することを確認した。 

 

マドリッド、2011年２月23日 

 

 


